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となりました。

よって、令和２年３月12日に清算結了しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年３月１２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清算人　　　中　村　　洋　一

1,678,796,294円と、基本財産（出資金）8,000,000円は、飯塚市に帰属しました。

１．飯塚市土地開発公社清算事務報告書

解散の告知及び第１回目の公告日から２箇月の期間による債権の申出の催告を行った結果、債権の

申出はありませんでした。また、同条第３項に規定のある債権者もありませんでした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清算人　　　中　村　  　章

本処分により、本公社の債権債務は存在しないことを報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯塚市土地開発公社

飯塚市土地開発公社は、令和元年１１月15日福岡県知事の認可により解散し、その後の清算事務を

公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第２２条の８の規定に基づき、令和元年

令和元年11月15日から令和２年３月12日までの期間内における支出総額は金8,758,392円です。

１２月２日、同４日、同６日の３回にわたり官報での公告の掲載及び市掲示板により、土地開発公社の

令和元年11月15日から令和２年３月12日までの期間内における収入総額は金268円です。

上記のとおり残余財産が生じたため飯塚市土地開発公社定款第２７条第２項の規定に基づき、現金

　　

　経て、令和２年３月12日に清算結了しましたので、次のとおり報告します。

令和２年３月12日時点で、現務の結了及び債務の弁済を完了し、確定した残余財産は別添のとおり
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（１）解散時の資産及び負債等の状況

【　資　産　】 　　　　　　　　　　　　　（単位:円）

区　　　　　分 金　　　　　額 備　　　　　考

現金及び預金 1,695,554,418  基本財産8,000,000円含む

土地等不動産 0

合　　　　計 1,695,554,418

【　負　債　】 　　　　　　　　　　　　　（単位:円）

区　　　　　分 金　　　　　額 備　　　　　考

借入金（短期・長期） 0

その他の負債 8,654,311  未払金

合　　　　計 8,654,311

（２）清算期間中の収支状況

【　収　入　】 　　　　　　　　　　　　　（単位:円）

区　　　　　分 金　　　　　額 備　　　　　考

繰越金 1,695,554,418  解散時の現金及び預金（基本財産含む）

受取利息 268  定期預金解約時受取利息

合　　　　計 1,695,554,686

【　支　出　】 　　　　　　　　　　　　　（単位:円）

区　　　　　分 金　　　　　額 備　　　　　考

備消品費 2,602  未払金（用対連基準の解説追録代金）

役務費 104,081  官報掲載料（３回）

委託料 110,000  未払金（財務システム更新業務）

負担金補助及び交付金 8,512,609  未払金（庁舎管理費・人件費負担金）

公租公課 29,100  未払金（法人市民税均等割事前納付分）

合　　　　計 8,758,392

収支差引額 1,686,796,294  基本財産8,000,000円含む

（令和元年１１月１５日現在）

（令和元年１１月１６日～令和２年３月１２日）

２．　収　支　状　況　表
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（単位：円）

合計

（未払金、役務費等）

8,758,392

1,686,796,294

1,695,554,686

　　　（１）　清算事務費 8,758,392

　　　（２）　清算期間中の収入

1,695,554,418

268（定期預金利息）

残余財産は、当公社定款第２７条２項の規定を準用し、飯塚市に帰属する。

ただし、基本財産(飯塚市出資金）の8,000,000円は、飯塚市に返還する。

（残余財産1,678,796,294、基本財産8,000,000）

　４　残余財産の処分方法

合計

　２　解散及び清算事務費

預金利息等

　１　清算時の資産総額

　　　（１）　解散時の資産総額

３．　清　　　算　　　書

　３　差引残余財産額

　　　　　　　　　　　　　(令和２年３月１２日現在）　　　　　　　　　　

流動資産 （現金及び預金　基本財産を含む）
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負　　　債　　　の　　　部

　　　（１）　未払金 8,654,311

　１　流動負債

　　　（２）　未処分土地

資　産　合　計 1,695,554,418

1,687,554,418

流動資産合計

当座預金

0

0

1,695,554,418

8,000,000

8,654,311

8,654,311

1,686,900,107

流動負債合計

（解散時）

（単位：円）

資　　　産　　　の　　　部

定期預金

　　　（３）　事業未収金

1,695,554,418

４．　財　　産　　目　　録

　　　　　　　　　　　　　(令和元年１１月１５日現在）　　　　　　　　　　

　１　流動資産

　　　（１）　預金

　　差引資本合計

　　　（２）　短期借入金

　　　（３）　長期借入金

負　債　合　計

0

0
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負　債　合　計 0

　　差引資本合計 1,686,796,294

　　　（２）　短期借入金 0

　　　（３）　長期借入金 0

流動負債合計 0

資　産　合　計 1,686,796,294

負　　　債　　　の　　　部

　１　流動負債

　　　（１）　未払金 0

　　　（２）　未処分土地 0

　　　（３）　事業未収金 0

流動資産合計 1,686,796,294

　　　（１）　預金 1,686,796,294

当座預金 1,678,796,294

定期預金 8,000,000

　　　　　　　　　　　　　(令和２年３月１２日現在）　　　　　　　　　　

（単位：円）

資　　　産　　　の　　　部

　１　流動資産

（清算結了時）
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（単位：円）

残余財産の種別 金　　　　　額 処分の方法 備　　　　　考

現　　　金 1,678,796,294 帰　　　属 　公拡法第２２条第２項・定款第２７条第２項

現　　　金 8,000,000 返　　　還   　〃　　（地方自治法第２３８条第１項７）

合　　　計 1,686,796,294

５．残余財産明細書

合　　　計

６．残余財産処分方法

（単位：円）

1,686,796,294　１　現　金  （基本財産を含む）
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令和元年  7 月 ３０日 公社　　 　解散を決定

 ９ 月 ２６日 市議会　　解散の議決

 １０月 ２４日 公社　　 　清算人の選人

 １１月 １ 日 県知事へ公社解散申請

１５日 県知事から解散認可書（令和元年11月12日付）到達により公社解散

 １２月 ２ 日 法人解散及び清算人選任登記完了

第１回官報公告登載・市掲示

４ 日 第２回官報公告登載・市掲示

飯塚市へ法人解散及び清算人選任登記完了報告

５ 日 飯塚市へ法人異動届提出
※9日確定申告書提出

県知事へ清算人の届出

６ 日 第３回官報公告登載・市掲示

令和２年  ２ 月 ２ 日 公告期間完了

２９日 事務所閉鎖

 ３ 月 １２日 債権債務確定

残余財産を飯塚市に引渡

清算事務報告の承認、清算結了

１３日 法人清算人結了登記申請書、印鑑廃止届　法務局宛送付

１６日 法人清算人結了登記完了　登記閉鎖・印鑑（カード）廃止

２５日 飯塚市へ清算結了登記完了の報告

２６日 福岡県知事へ清算結了登記完了の届出

３０日 福岡県税事務所へ法人異動の届出

【結了までの過程】
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